
第22回合併協議会が、８月26日（金）午後１時30分から、田沢湖町総合開発センターを会場に行われ

ました。

今回の協議会では、合併協定に基づく各種事務事業等の調整結果についてを含む報告５件と協議案１

件について協議が行われました。

今回の協議会で、予定していた協議がすべて終了しました。

田沢湖・角館・西木合併協議会は、９月20日から３町村を廃止し、「仙北市」を設置することとなっ

たため、その役割を終了することから、３町村議会の議決を経て、９月19日をもって廃止となります。

1

Vol.20

予定されていた協議がすべて終了しました。 予定されていた協議がすべて終了しました。 
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報
告
、
協
議
さ
れ
た
事
項
は
、
次
の
と

お
り
で
す
。

【
報
告
事
項
】

●
報
告
第
三
十
八
号
…
…
…
…
…
…
…
…

三
月
ま
で
に
行
わ
れ
た
協
議
会
で
、
合

併
協
定
内
容
に
つ
い
て
、
合
併
時
ま
で
に

調
整
す
る
こ
と
と
し
た
事
務
事
業
等
の
調

整
結
果
に
つ
い
て
報
告
さ
れ
ま
し
た
。

（
主
な
調
整
内
容
に
つ
い
て
は
三
〜
六
ペ

ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。）

●
報
告
第
三
十
九
号
…
…
…
…
…
…
…
…

特
別
職
の
職
員
の
報
酬
に
つ
い
て
、
次

の
よ
う
に
調
整
し
た
と
報
告
が
あ
り
ま
し

た
。

①
在
任
特
例
期
間
中
（
平
成
十
八
年
四
月

三
十
日
ま
で
）の
議
会
議
員
の
報
酬
は
、

合
併
前
の
条
例
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の

町
村
の
議
会
議
員
に
適
用
し
て
い
た
報

酬
の
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
議
長
及
び

副
議
長
に
つ
い
た
議
員
に
つ
い
て
は
、

そ
れ
そ
れ
の
町
村
の
議
長
及
び
副
議
長

に
適
用
し
て
い
た
報
酬
の
額
の
最
高
額

と
す
る
。

②
市
長
職
務
執
行
者
の
給
与
は
、
合
併
前

の
条
例
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
の
町
村
長
に

適
用
し
て
い
た
給
与
の
額
の
最
高
額
と

す
る
。

③
新
市
長
の
新
給
与
が
定
ま
る
ま
で
の
暫

定
給
与
は
、
市
長
職
務
執
行
者
の
給
与

の
額
と
同
額
と
す
る
。

④
合
併
に
伴
い
臨
時
に
選
任
さ
れ
た
教
育

委
員
会
委
員
で
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
任

命
さ
れ
た
教
育
長
の
給
与
は
、
合
併
前

の
条
例
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
の
教
育
長
に

適
用
し
て
い
た
給
与
の
額
の
最
高
額
と

す
る
。

⑤
そ
の
他
特
別
職
の
報
酬
は
、
別
紙
の
と

お
り
と
す
る
。（
省
略
）

●
報
告
第
四
十
号
…
…
…
…
…
…
…
…
…

農
業
委
員
会
委
員
の
選
挙
区
ご
と
の
定

数
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
と
す
る
と
報

告
が
あ
り
ま
し
た
。

・
田
沢
湖
町
の
区
域
　
　
　
　
　
九
人

・
角
館
町
の
区
域
　
　
　
　
　
　
六
人

・
西
木
村
の
区
域
　
　
　
　
　
　
五
人

●
報
告
第
四
十
一
号
…
…
…
…
…
…
…
…

消
防
団
の
組
織
編
成
等
に
つ
い
て
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
と
報
告
が
あ
り
ま
し

た
。（
新
市
消
防
団
組
織
図
に
つ
い
て
は
、

三
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。）

●
報
告
第
四
十
二
号
…
…
…
…
…
…
…
…

平
成
十
七
年
九
月
二
十
日
か
ら
三
町
村

を
廃
止
し
、「
仙
北
市
」
を
設
置
す
る
こ

と
と
な
っ
た
た
め
、
田
沢
湖
・
角
館
・
西

木
合
併
協
議
会
は
、
そ
の
役
割
を
終
了
す

る
こ
と
か
ら
、
三
町
村
議
会
の
議
決
を
経

て
、
平
成
十
七
年
九
月
十
九
日
を
も
っ
て

廃
止
す
る
と
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

な
お
、
会
計
処
理
に
つ
い
て
は
、

一．

協
議
会
予
算
の
収
支
に
つ
い
て
は
、

協
議
会
規
約
第
十
九
条
の
規
定
に
基
づ

き
廃
止
の
日
を
も
っ
て
打
ち
切
り
、
会

長
で
あ
っ
た
も
の
が
決
算
を
行
う
こ
と

と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
会
長
で
あ
っ

た
者
が
協
議
会
委
員
で
あ
っ
た
者
に
決

算
書
を
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（主な特別職の報酬額） 

（平成17年９月１日現在） 

市　長（市長職務執行者も同額） 

教育長 

議　長 

副議長 

議　員（旧田沢湖町） 

　〃　（旧角館町） 

　〃　（旧西木村） 

７１９，０００円 

４９８，０００円 

２９７，０００円 

２６２，０００円 

２４８，０００円 

１７３，０００円 

２３９，０００円 

職　　　名 報酬額（月額） 

田沢湖消防団 角館消防団 西木消防団 
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二．

廃
止
の
日
に
属
す
る
協
議
会
の
財
産

及
び
事
務
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
仙
北
　

市
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。

※
合
併
協
議
会
の
廃
止
に
つ
い
て
は
、
三

町
村
議
会
の
議
決
を
経
て
、
知
事
へ
の

届
出
が
必
要
で
あ
る
。

【
協
議
事
項
】

●
協
議
案
第
六
十
六
号
…
…
…
…
…
…
…

第
十
回
臨
時
合
併
協
議
会
で
、
市
町
村

の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き

地
域
審
議
会
を
設
置
こ
と
は
確
認
さ
れ
て

い
ま
し
た
が
、
詳
細
に
つ
い
て
の
協
議
が

整
っ
た
の
で
、
今
回
提
案
さ
れ
、
全
会
一

致
で
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

【
主
な
確
認
事
項
】

（
名
称
）

・
田
沢
湖
地
域
審
議
会

・
角
館
地
域
審
議
会

・
西
木
地
域
審
議
会

（
設
置
期
間
）

合
併
の
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
。

（
所
掌
事
務
）

新
市
建
設
計
画
の
変
更
・
進
捗
状
況
に

関
す
る
事
項
等
に
つ
い
て
審
議
す
る
。

（
組
織
）

委
員
数
は
十
五
人
以
内
で
組
織
す
る
。

（
任
期
）

二
年
と
す
る
。

【
行
政
区
の
取
扱
い
】

・
行
政
連
絡
員
の
行
う
業
務

市
民
と
の
行
政
事
務
連
絡
業
務
、
地
域

の
声
を
行
政
に
伝
え
る
業
務
、
災
害
危
険

個
所
報
告
業
務
な
ど
を
業
務
と
し
、
平
成

十
八
年
度
か
ら
統
一
す
る
。

【
公
共
的
団
体
等
の
取
扱
い
】

商
工
会
は
合
併
済
み
（
田
沢
湖
角
館
西

木
商
工
会
）、
社
会
福
祉
協
議
会
は
九
月

二
十
日
に
合
併
。

【
社
会
福
祉
協
議
会
の
取
扱
い
】

・
社
会
福
祉
協
議
会
へ
の
委
託
事
業

平
成
十
七
年
度
の
各
町
村
か
ら
の
委
託

事
業
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
ま
ま
継
続
し

て
行
う
。
平
成
十
八
年
度
か
ら
の
委
託
事

業
に
つ
い
て
は
、
国
、
県
の
補
助
事
業
基

準
等
を
考
慮
し
て
、
社
協
と
の
協
議
を
行

う
。

【
使
用
料
、
手
数
料
等
の
取
扱
い
】

・
地
籍
調
査
土
地
情
報
シ
ス
テ
ム
地
図
交

付
手
数
料

Ａ
四
、
Ａ
三
判
一
枚
に
つ
き
二
百
円
、

Ａ
二
、
Ａ
一
、
Ａ
〇
判
一
枚
に
つ
き
二
千

円・
地
籍
調
査
筆
界
点
座
標
値
閲
覧
手
数
料

一
件
に
つ
き
二
百
円

※
そ
の
他
の
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
現

新市消防団組織図（案） 

【合  併  時】 【組織再編後】 

連合消防団長 

各消防団は現町村消防団の体制を基本とする 

※  この組織形態は、新市消防団の組織形態が確定するまで（合併後3年）の暫定的なものとする。 

［連合消防団長の内容］ 
 ① いずれかの団長と兼務 
 ② 各団の連絡調整を行う程度で、各団をまとめる統括権限及び各団への指揮権限は持たない。 

団長 

8分団 

副団長（3名） 

分団は現町村消防団の分団体制を基本とする 

団長 

分団 

副団長（3名） 

団長 

田沢湖消防団 角館消防団 西木消防団 田沢湖消防団 角館消防団 西木消防団 

9分団 

副団長（3名） 

団長 

7分団 

副団長（2名） 
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行
の
と
お
り
と
す
る
。

【
国
民
健
康
保
険
事
業
の
取
扱
い
】

・
各
保
健
事
業
の
調
整

短
期
人
間
ド
ッ
ク
は
、
二
万
一
千
円
を

限
度
に
助
成
す
る
。

【
広
報
広
聴
関
係
事
業
の
取
扱
い
】

・
広
報
誌
の
発
行

月
一
回
発
行
（
発
行
日
毎
月
一
日
）
Ａ

四
版
、
二
十
頁
前
後
と
す
る
。
広
報
名

「
広
報
せ
ん
ぼ
く
」。

【
保
健
衛
生
事
業
の
取
扱
い
】

・
妊
婦
相
談
、
母
子
手
帳
交
付

①
月
四
回
実
施
す
る
。

田
沢
湖
健
康
増
進
セ
ン
タ
ー
一
回
、
角

館
健
康
管
理
セ
ン
タ
ー
二
回
、
西
木
保
健

セ
ン
タ
ー
一
回

②
母
子
手
帳
は
新
市
で
統
一
し
た
も
の
を

購
入
す
る
。

・
乳
幼
児
相
談
は
月
一
回
、
集
団
及
び
個

別
相
談
に
再
編
す
る
。

・
予
防
接
種
事
業

①
結
核
検
診
　
八
月
〜
九
月
に
集
団
検
診

と
し
て
実
施
す
る
。

②
Ｂ
Ｃ
Ｇ
、
ポ
リ
オ
　
集
団
接
種
で
実
施

す
る
。

・
三
種
混
合
お
よ
び
風
疹
の
実
施
方
法

個
別
接
種
と
す
る
。

・
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
自
己
負
担

個
人
負
担
額
　
接
種
料
か
ら
千
円
を
控

除
し
た
額
と
す
る
。

・
健
康
づ
く
り
推
進
協
議
会

広
報
等
で
公
募
又
は
各
種
団
体
代
表
等

に
委
嘱
す
る
。

委
嘱
委
員
は
、
三
地
区
合
計
二
十
人
、

任
期
は
二
年
と
す
る
。

【
病
院
及
び
診
療
所
の
取
扱
い
】

・
病
院
事
務
の
体
制
等
に
つ
い
て

市
立
田
沢
湖
病
院
の
事
務
局
に
総
務
管

理
課
を
設
置
し
、
総
務
、
医
事
、
会
計
業

務
を
行
う
。

相
違
し
て
い
る
手
数
料
等
に
つ
い
て

は
、
合
併
後
三
年
を
目
処
に
統
一
す
る
。

・
診
療
所
の
体
制
や
運
営
等
に
つ
い
て

事
務
組
織
は
、
合
併
後
も
現
状
の
と
お

り
と
す
る
。

診
療
所
、
歯
科
診
療
所
は
保
健
課
、
国

保
診
療
所
は
市
民
課
の
所
管
と
す
る
。

【
障
害
者
福
祉
事
業
の
取
扱
い
】

・
障
害
者
福
祉
事
業
に
つ
い
て

知
的
障
害
者
の
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
等
の

利
用
に
つ
い
て
居
宅
支
援
と
し
て
支
援
費

を
支
給
す
る
。

・
町
村
が
独
自
に
実
施
し
て
い
る
も
の
。

①
身
体
障
害
者
住
宅
整
備
資
金
貸
付
に
つ

い
て
は
、
貸
付
額
の
上
限
を
百
五
十
万

円
と
し
て
実
施
す
る
。

②
住
宅
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
を
望
む
身
体

障
害
者
に
対
し
、
上
限
を
五
十
万
円
と

し
て
支
援
を
行
う
。

【
高
齢
者
福
祉
事
業
の
取
扱
い
】

・
生
き
が
い
活
動
支
援
通
所
事
業

介
護
予
防
・
生
活
支
援
事
業
実
施
要
綱

に
伴
う
事
業
該
当
者
は
利
用
負
担
十
％
と

す
る
。
西
木
の
山
鳩
館
利
用
者
で
、
介
護

非
該
当
者
に
つ
い
て
は
、
単
独
事
業
と
し

て
実
施
す
る
。

・
緊
急
通
報
体
制
等
整
備
事
業

秋
田
県
社
会
福
祉
協
議
会
へ
通
報
用
端

末
を
設
置
す
る
。

利
用
料
金
は
月
額
六
百
円
と
す
る
。

【
高
齢
者
福
祉
事
業
の
取
扱
い
】

・
介
護
予
防
事
業
（
転
倒
骨
折
予
防
）

国
・
県
の
介
護
予
防
地
域
支
え
合
い
事

業
補
助
要
綱
に
該
当
す
る
事
業
を
実
施
す

る
。
平
成
十
七
年
度
は
現
状
の
制
度
を
移

行
、
平
成
十
八
年
度
の
計
画
は
、
五
月
か

ら
月
一
回
の
実
施
を
計
画
す
る
。

・
介
護
用
品
の
支
給
事
業

平
成
十
八
年
度
か
ら
田
沢
湖
町
の
例
に

よ
り
、
在
宅
で
介
護
度
四
・
五
の
方
を
介

護
し
て
い
る
家
族
を
対
象
に
世
帯
の
課
税

状
況
に
応
じ
、介
護
用
品
券
を
支
給
す
る
。

・
生
活
管
理
指
導
事
業
（
短
期
宿
泊
）

介
護
保
険
法
の
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
な
い
者
の
中
で
、
介
護
を
要
す

る
介
護
者
の
施
設
に
お
け
る
短
期
の
宿
泊

を
実
施
す
る
。

・
家
族
介
護
教
室

平
成
十
七
年
度
は
現
行
の
と
お
り
と

し
、
平
成
十
八
年
度
か
ら
統
一
す
る
。

・
家
族
介
護
者
交
流
事
業

参
加
対
象
者
は
寝
た
き
り
高
齢
者
の
看

護
者
に
限
定
し
、
年
間
一
〜
二
回
の
開
催

と
す
る
。

・
食
の
自
立
支
援
事
業

平
成
十
七
年
度
は
現
行
の
と
お
り
と

し
、
平
成
十
八
年
度
か
ら
統
一
す
る
。

・
敬
老
式

十
七
年
度
か
ら
三
町
村
と
も
式
典
を
廃

止
し
た
。

・
地
域
ケ
ア
会
議

仙
北
市
と
し
て
一
か
所
で
開
催
す
る
。

・
在
宅
老
人
等
在
宅
介
護
手
当
支
給
事
業

平
成
十
八
年
度
に
廃
止
す
る
。

・
老
人
健
康
増
進
事
業
（
温
泉
入
浴
券
）

十
七
年
度
は
経
過
措
置
と
し
て
、
西
木

村
の
み
実
施
す
る
。

平
成
十
八
年
度
の
事
業
に
つ
い
て
は
、

予
算
編
成
時
に
協
議
す
る
。

【
環
境
衛
生
事
業
の
取
扱
い
】

・
斎
場
、
火
葬
場

市
民
に
つ
い
て
は
使
用
料
を
無
料
と
す

る
。

・
墓
地
工
作
物
の
届
出
・
許
可

埋
葬
場
所
の
工
作
施
設
の
基
準
は
、
田

沢
湖
町
の
例
に
よ
る
。

①
高
さ
は
、
地
面
か
ら
三
メ
ー
ト
ル
以
内

②
盛
土
設
備
の
高
さ
は
、
地
面
か
ら
〇．

六
メ
ー
ト
ル
以
内

③
柵
類
の
高
さ
は
、
地
面
か
ら
一
メ
ー
ト
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ル
以
内

④
植
栽
す
る
樹
木
は
主
と
し
て
、
か
ん
木

性
樹
木
と
し
高
さ
二
メ
ー
ト
ル
以
内
に

整
形
で
き
る
樹
種

【
ご
み
収
集
運
搬
業
務
事
業
の
取
扱
い
】

・
生
ご
み
処
理
容
器
購
入
費
補
助

コ
ン
ポ
ス
ト
及
び
電
動
式
生
ゴ
ミ
処
理

機
購
入
に
か
か
っ
た
経
費
を
補
助
す
る
。

補
助
金
は
購
入
額
の
二
分
の
一
と
し
、
二

万
円
を
上
限
と
す
る
。

・
ご
み
減
量
等
推
進
審
議
会
等

仙
北
市
廃
棄
物
減
量
等
推
進
審
議
会
委

員
十
名
以
内
で
組
織
す
る
。任
期
は
二
年
。

【
農
林
水
産
関
係
事
業
の
取
扱
い
】

・
農
林
経
営
基
盤
強
化
資
金
利
子
補
給
事

業県
の
単
独
上
乗
せ
利
子
助
成
事
業
後
の

実
行
金
利
に
対
し
て
、
仙
北
市
単
独
上
乗

せ
利
子
助
成
事
業(

仮
称)

仙
北
市
認
定
農

業
者
ジ
ャ
ン
プ
資
金
）
と
し
て
実
行
金
利

の
二
分
の
一
を
五
年
間
助
成
す
る
。

※
合
併
前
の
資
金
は
、
債
務
負
担
行
為
に

基
づ
い
て
現
行
ど
お
り
新
市
に
引
き
継

ぐ
。

・
新
た
な
米
政
策
に
関
連
す
る
事
業

今
年
度
の
転
作
関
連
事
業
は
、
農
家
の

取
り
組
み
も
実
施
さ
れ
て
お
り
、
現
行
制

度
で
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。
来
年
度
の

取
り
組
み
は
、
仙
北
市
地
域
水
田
農
業
推

進
協
議
会
の
設
立
、
仙
北
市
地
域
水
田
農

業
ビ
ジ
ョ
ン
を
策
定
し
、
こ
れ
に
基
づ
い

て
事
業
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

・
畜
産
ま
つ
り
・
畜
産
共
進
会

平
成
十
七
年
度
は
、
三
町
村
共
催
で
七

月
上
旬
に
開
催
し
て
い
る
。
合
併
後
は
、

仙
北
市
事
業
と
し
て
開
催
す
る
。

・
家
畜
防
疫
対
策
事
業

家
畜
防
疫
事
業
は
、
家
畜
伝
染
病
予
防

事
業
費
補
助
金（
ア
カ
バ
ネ
病
予
防
注
射
、

五
種
混
合
予
防
注
射
、
ヘ
モ
フ
ィ
ル
ス
予

防
注
射
、
脳
炎
パ
ル
ボ
予
防
注
射
、
Ｔ
Ｇ

Ｅ
予
防
注
射
）、
和
牛
健
康
検
査
事
業
費

補
助
金
、
遺
伝
病
検
査
費
補
助
金
を
対
象

事
業
と
す
る
。

・
家
畜
導
入
補
助
事
業

家
畜
導
入
補
助
事
業
は
、
優
良
素
牛
等

導
入
事
業
、
肉
用
牛
特
別
導
入
事
業
、
乳

用
牛
導
入
事
業
、受
精
卵
移
植
推
進
事
業
、

優
良
種
豚
導
入
事
業
を
対
象
事
業
と
す

る
。

・
肉
用
牛
特
別
導
入
事
業
基
金

統
合
し
て
仙
北
市
に
引
継
ぐ
も
の
と
す

る
。
な
お
、
国
県
補
助
事
業
と
し
て
積
増

を
行
う
こ
と
と
す
る
。

・
土
地
改
良
事
業
受
益
者
負
担

市
営
土
地
改
良
事
業
の
国
県
補
助
事
業

の
う
ち
農
業
用
用
排
水
施
設
、
農
業
集
落

排
水
施
設
及
び
暗
渠
排
水
施
設
に
つ
い
て

は
、
受
益
者
負
担
金
を
賦
課
す
る
。

・
町
村
単
独
土
地
改
良
事
業
及
び
小
土
地

改
良
事
業
費
補
助
金

市
単
独
の
市
営
土
地
改
良
事
業
は
施
行

し
な
い
こ
と
と
し
、
小
規
模
土
地
改
良
事

業
費
補
助
事
業
と
し
て
実
施
す
る
。
補
助

金
交
付
基
準
は
、
水
利
組
合
等
の
団
体
が

施
行
す
る
も
の
で
事
業
費
五
百
万
円
を
上

限
に
事
業
費
の
三
十
％
を
補
助
す
る
も
の

と
す
る
。

・
農
地
・
農
業
用
施
設
災
害
復
旧
事
業

（
国
庫
補
助
事
業
）
受
益
者
負
担

農
地
・
農
業
用
施
設
災
害
復
旧
事
業
の

国
庫
補
助
事
業
に
つ
い
て
は
、
測
量
試
験

に
要
す
る
費
用
を
受
益
者
負
担
金
と
し
て

賦
課
す
る
も
の
と
す
る
。

・
農
地
・
農
業
用
施
設
災
害
復
旧
事
業

（
小
規
模
災
害
復
旧
事
業
）
補
助
金
交

付
基
準

小
規
模
な
災
害
復
旧
事
業
（
国
庫
補
助

事
業
の
基
準
に
満
た
な
い
も
の
）
は
、
小

規
模
農
地
・
農
業
用
施
設
災
害
復
旧
事
業

費
補
助
事
業
と
し
て
実
施
す
る
。
補
助
金

交
付
基
準
は
、
個
人
又
は
水
利
組
合
等
の

団
体
が
施
行
す
る
も
の
に
対
し
事
業
費
六

十
五
％
を
補
助
す
る
も
の
と
す
る
。

・
緑
化
推
進
事
業
（
緑
の
羽
根
募
金
）

合
併
後
、
仙
北
市
緑
化
推
進
協
議
会
を

設
置
し
、
緑
化
推
進
事
業
に
取
り
組
む
も

の
と
す
る
。
な
お
、
合
併
時
に
は
平
成
十

七
年
度
事
業
は
終
了
し
て
い
る
た
め
、
平

成
十
八
年
度
事
業
に
向
け
た
取
り
組
み
を

行
う
こ
と
と
す
る
。

・
作
業
道
開
設
事
業
費
補
助

作
業
道
開
設
事
業
費
補
助
金
交
付
基
準

は
、
一
路
線
当
た
り
五
百
万
円
を
上
限
に

路
線
延
長
一
メ
ー
ト
ル
当
た
り
千
円
と
す

る
。

・
間
伐
事
業
等
補
助

間
伐
事
業
費
等
補
助
金
交
付
基
準
は
、

国
県
補
助
事
業
の
補
助
対
象
要
件
に
基
づ

き
事
業
を
実
施
し
、
市
単
独
嵩
上
げ
補
助

は
実
施
し
な
い
も
の
と
す
る
。

・
有
害
鳥
獣
駆
除
事
業

事
業
費
補
助
を
取
り
や
め
、
年
間
分
の

事
業
委
託
契
約
と
す
る
。

【
商
工
・
観
光
事
業
の
取
扱
い
】

・
中
小
企
業
等
振
興
対
策
事
業

中
小
企
業
振
興
対
策
事
業
は
、
対
象
業

種
を
製
造
業
、
情
報
通
信
業
、
運
輸
業
、

卸
売
業
、
宿
泊
業
、
サ
ー
ビ
ス
業
（
風
俗

業
を
除
く
。）
と
し
、
新
設
、
増
設
、
移
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転
を
対
象
と
す
る
（
投
下
固
定
資
産
、
雇

用
者
数
の
要
件
あ
り
）。
奨
励
措
置
は
、

固
定
資
産
税
の
減
免
、
用
地
取
得
助
成
、

常
時
雇
用
奨
励
と
す
る
。

・
中
小
企
業
資
金
融
資
制
度

中
小
企
業
事
業
資
金
融
資
制
度
は
、
仙

北
市
中
小
企
業
振
興
資
金
制
度
と
し
て
一

企
業
あ
た
り
の
融
資
限
度
額
千
五
百
万

円
、
融
資
期
間
七
年
以
内
、
利
子
補
給
率

一．

三
〇
％
と
す
る
。

な
お
、
今
年
度
は
経
過
措
置
と
し
て
現

行
制
度
を
適
用
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

【
勤
労
者
・
消
費
者
関
連
事
業
の
取
扱
い
】

・
勤
労
者
対
策
事
業
補
助
金

勤
労
者
対
策
事
業
費
補
助
金
交
付
基
準

は
、
従
業
員
資
格
取
得
及
び
技
術
習
得
研

修
事
業
に
つ
い
て
は
、
補
助
率
を
対
象
事

業
費
の
三
分
の
一
と
し
、
限
度
額
を
一
企

業
当
た
り
三
十
万
円
と
す
る
。

勤
労
者
福
利
厚
生
施
設
整
備
事
業
に
つ

い
て
は
、
補
助
率
を
対
象
事
業
費
の
三
分

の
一
と
し
、
限
度
額
を
一
企
業
当
た
り
二

百
万
円
と
す
る
。

雇
用
対
策
事
業
費
補
助
金
交
付
基
準

は
、
対
象
事
業
を
国
の
助
成
制
度
基
準
に

満
た
な
い
就
労
の
た
め
の
技
術
取
得
及
び

資
格
取
得
研
修
と
し
、
補
助
率
を
対
象
事

業
費
の
二
分
の
一
と
し
、
限
度
額
を
一
件

当
た
り
三
万
円
と
す
る
。

・
離
職
者
技
術
習
得
及
び
資
格
取
得
研
修

事
業
並
び
に
学
卒
等
未
就
労
者
技
術
習
得

及
び
資
格
取
得
研
修
事
業
は
廃
止
す
る
も

の
と
す
る
。

【
上
・
下
水
道
事
業
の
取
扱
い
】

・
冬
期
間
の
検
針

十
二
〜
四
月
の
検
針
業
務
に
つ
い
て

は
、
積
雪
の
た
め
に
検
針
が
困
難
な
場
合

は
、
五
月
〜
十
一
月
の
平
均
使
用
水
量
等

を
勘
案
の
う
え
、認
定
使
用
水
量
と
す
る
。

【
学
校
教
育
事
業
】

・
遠
距
離
通
学
補
助
事
業

基
本
的
に
通
学
距
離
の
片
道
が
、
小
学

校
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
中
学
校
六
キ
ロ
メ

ー
ト
ル
と
し
、
既
存
制
度
で
対
象
と
し
て

い
た
地
区
に
つ
い
て
も
引
き
続
き
対
象
と

す
る
。

・
通
学
自
転
車
購
入
事
業

平
成
十
七
年
度
に
廃
止
。

・
放
課
後
児
童
対
策
事
業

田
沢
湖
、
角
館
地
域
に
つ
い
て
は
、
事

業
を
継
続
す
る
。西
木
地
域
に
つ
い
て
は
、

合
併
後
に
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行
い
、
そ

の
結
果
に
基
づ
き
検
討
す
る
こ
と
と
す

る
。

【
社
会
教
育
事
業
】

・
広
報
誌
発
行
業
務

月
一
回
発
行
す
る
。

・
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
補
助
関
係

角
館
町
の
補
助
要
綱
を
基
本
と
す
る
。

【
文
化
振
興
事
業
の
取
扱
い
】

・
文
化
財
保
護
審
議
会

委
員
は
十
五
人
以
内
と
す
る
。

【
そ
の
他
の
事
業
の
取
扱
い
】

・
入
札
及
び
入
札
の
公
表

入
札
結
果
に
つ
い
て
は
、
百
三
十
万
円

以
上
の
工
事
入
札
の
結
果
を
一
年
間
公
表

す
る
。

・
情
報
公
開
制
度

三
町
村
の
現
行
条
例
を
も
と
に
新
条
例

を
制
定
し
、
合
併
の
日
に
施
行
す
る
。

合
併
協
議
会
で
は
、
合
併
後
の
新
市
の

組
織
・
機
構
や
行
政
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い

て
、
項
目
毎
に
解
り
や
す
く
解
説
し
た
市

民
ガ
イ
ド
を
作
成
し
、全
戸
配
付
し
ま
す
。

市
民
ガ
イ
ド
に
は
、
住
所
表
示
、
郵
便

番
号
、
各
庁
舎
の
主
な
業
務
、
合
併
に
伴

う
各
種
手
続
き
な
ど
身
近
な
行
政
サ
ー
ビ

ス
に
つ
い
て
掲
載
し
て
い
ま
す
。

ぜ
ひ
、
ご
活
用
く
だ
さ
い
。


